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領収書・レシートを
経費で落とす方法がぜんぶわかる本

個人事業主、フリーランス、副業、会社の社長 必見！

「あなたは、税金を払いすぎています！！」

【経費にできるモノがわかります！】
経費にできるモノの基本は「事業に必要かどうか」ですが、本当

に認められるためには、そのことを「証明する」必要があります。

事業に必要なことをきちんと証明することができれば、それはす

べて経費になります。

このことを知らずに、経費として処理できないモノが増え、結果、

税金を多く払っている人は少なくありません。

本書では、どうすれば事業に必要なことを証明でき、経費として

認められるかがわかります。

【消費税の節税もできる！】
2019年10月から、消費税があがります。

本書は、この消費税の節税方法もわかります。軽減税率への対

応の仕方から、消費税までも、きちんと経費として認められると

きの証明に仕方のわかります。

【迷いそうな事例が満載！】
本書では、経費にできるのか、できないのか、迷い

そうな事例を多数挙げています。

たとえば、

・クレジットカードを使ったとき

・SuicaやPASMOなどを使ったとき

・自宅を事業で使ったとき

・海外出張と海外旅行が交じっているとき

・キャバクラ、風俗などに行ったとき

・将来の仕事への投資したとき

などなどの証明に仕方がわかります。

第１章 領収書・経費の基本
第２章 事務用品・消耗品・オフィス用品・

OA機器・家電・パソコン・レンタル品
第３章 喫茶・食事・客との会食・

客とのつきあい・慶弔見舞金
第４章 交通・宿泊・旅行・海外出張・

クルマ・通信費・宅配便・荷の梱包
第５章 家賃・引越・自宅兼仕事場・水道光熱費

大型設備・修繕費
第６章 新聞・書籍・映画鑑賞・セミナー・広告宣伝・

まかない・福利厚生
第７章 給与・社会保険料・外注費・税金・寄付

経費にできるモノ、経費にできないモノが一目瞭然！！
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